
平成25年度内水面漁業生産統計調査市場化テストの評価を受けるにあたって

１ 農林水産省所管の「内水面漁業生産統計調査」は、平成23年11月に２期の市場化テス

トを開始し、平成26年８月をもって契約を終了する予定であり、このため、平成26年度

以降の事業実施に当たって、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公共

サービス改革法）（平成18年法律第51号）第７条第８項「民間競争入札対象公共サービ

スに係る評価」に基づき、次期の実施へ移行することとなっている。

２ 内水面漁業生産統計調査は、平成23年調査及び平成24年調査の事業終了後に民間事業

者から事業報告の提出を受け、実施状況（案）を作成し、本技術検討会で御意見を伺う

こととなっている。

それを踏まえ、実施状況を内閣府へ提出し、内閣府は評価（案）を作成した後、本年

12月の官民競争入札等委員会において評価を受ける予定である。

※ 第２期実施要項において、「農林水産省は、本業務の実施状況等を提出するに当たり、

外部有識者の意見を聴くものとする。」と規定。

３ また、当該評価において、「新プロセス運用に関する指針」（平成24年４月３日官民競

争入札等監理委員会決定）（別紙参照）に基づき、新プロセスへの移行を宣言しており、

新プロセスの移行基準においても、「実施府省等において、実施状況報告についての外

部の有識者等によるチェックを受ける仕組み（評価委員会等）を備えている、もしくは、

評価委員会等を設けることが予定されているか。」と規定しているところである。

４ 今後のスケジュール概要

11月下旬 入札監理小委員会 農林水産省が作成した事業の実施状況を

基に、内閣府が作成した評価(案)の審議

12月下旬 官民競争入札等監理委員会 評価（案）審議議了

評価の確定（内閣総理大臣）

【入札等の実施予定時期】（公共サービス改革基本方針（抜粋））

平成26年７月を目途に入札公告し、平成26年度から落札者による事業を実施

【契約期間】

平成26年度から複数年間

【参考】

農業物価統計調査のスケジュール

平成26年１月下旬 技術検討会

２月下旬 入札監理小委員会

３月下旬 官民競争入札等監理委員会
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